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○
文
部
科
学
省
告
示
第
一
五
二
号

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
附
則
第
八
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き

、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
ニ
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
施
設
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
七
日

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学

大
臣
が
定
め
る
施
設
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
施
設
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学

大
臣
が
定
め
る
施
設

本
文
中
「
附
則
第
八
項
第
二
号
ハ
」
を
「
附
則
第
八
項
第
三
号
ハ
」
に
、
「
同
項
第
二
号
ロ
」
を
「
同
項
第
三
号
ロ

」
に
改
め
る
。

第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
中
「
第
四
十
九
条
の
二
第
四
号
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
三
号
」
に
改
め
、
「

別添１
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同
法
」
の
下
に
「
第
六
条
の
三
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
又
は
」
を
加
え
、
同
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
中
「
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
「
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十

項
若
し
く
は
第
十
二
項
又
は
」
に
、
「
施
設
（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
（
家

庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
第
二
十
七
条

に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
及
び
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施
設
（
利
用
定
員
が
六
人
以
上
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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○
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設

（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に

準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設

準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
（
同
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
乳
児
又
は

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
（
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
乳
児
又
は

幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
を
専
ら
一
時
的
に
預
か
り
又
は
宿
泊
さ
せ
必
要

幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
を
専
ら
一
時
的
に
預
か
り
又
は
宿
泊
さ
せ
必
要

な
保
護
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

な
保
護
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
十
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
小
規
模

保
育
事
業
Ａ
型
及
び
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施

（
新
設
）

設
（
利
用
定
員
が
六
人
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

三

国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行

一

国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独

立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一

立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
又
は
第

法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設

三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
九
条
の

二

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
九
条
の
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二
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
児
童
福
祉
法
第
五
十

二
第
四
号
に
規
定
す
る
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
児
童
福
祉
法
第
五
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
た
施
設
（

三

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
た
施
設
で

第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣

あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣
と
協
議
し
て
別
に
定
め
る
も
の

と
協
議
し
て
別
に
定
め
る
も
の


